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国
民
年
金
の
第
一
号
被
保

険
者
の
み
な
さ
ん
へ

～
国
民
年
金
基
金
制
度
～

　　

国
民
年
金
基
金
は
、自
営
業
・

農
業
・
学
生
な
ど
の
国
民
年
金

の
第
一
号
被
保
険
者
の
方
が
ゆ

と
り
の
あ
る
老
後
を
過
ご
せ
る

よ
う
、
国
民
年
金
に
上
乗
せ
す

る
公
的
な
年
金
制
度
で
す
。

　

加
入
で
き
る
の
は
、
国
民
年

金
に
加
入
し
て
い
る
20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
方
及
び
60
歳
以
上

65
歳
未
満
の
方
や
海
外
に
居
住

し
て
い
る
方
で
国
民
年
金
に
任

意
加
入
し
て
い
る
方
で
す
。

　
「
生
涯
受
け
取
る
終
身
年
金
」

が
基
本
で
す
の
で
、
長
い
老
後

に
備
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

掛
金
は
全
額
が
課
税
所
得
か
ら

控
除
で
き
る
の
で
、「
所
得
税

と
住
民
税
」が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

受
け
取
る
年
金
も
「
公
的
年
金

等
控
除
」
の
対
象
と
な
り
、
税

制
面
で
優
遇
さ
れ
ま
す
。

　

万
が
一
早
期
に
亡
く
な
っ
た

時
、
家
族
に
「
遺
族
一
時
金
」

が
支
給
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
遺

族
一
時
金
（
一
部
の
年
金
タ
イ

プ
を
除
く
）
は
全
額
非
課
税
で

す
。
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
合
わ
せ

て
、
年
金
額
や
受
取
期
間
を
設

計
で
き
ま
す
。

　

加
入
し
た
時
に
確
定
し
た
掛

金
額
と
年
金
額
は
変
わ
り
ま
せ

ん
。（
加
入
時
の
内
容
で
支
払

い
を
し
た
場
合
）
ま
た
、
加
入

し
た
後
も
掛
金
の
額
を
口
数
単

位
で
増
減
で
き
ま
す
。

問
全
国
国
民
年
金
基
金　

福
島

支
部

☎
０
１
２
０
‐
６
５
‐
４
１
９
２

子
育
て
世
帯
生
活
支
援

特
別
給
付
金
の
申
請
は

お
済
み
で
す
か
？

　　

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別

給
付
金
の
申
請
期
限
が
迫
っ
て

い
ま
す
。
原
則
、
期
限
後
の
受

付
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ま
だ
申

請
し
て
い
な
い
方
は
、
早
め
に

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別

給
付
金
と
は
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響
が

長
期
化
す
る
中
で
、
低
所
得
の

子
育
て
世
帯
に
対
し
生
活
の
支

援
を
行
う
た
め
、
児
童
一
人
に

つ
き
5
万
円
が
支
給
さ
れ
ま

す
。
申
請
に
は
要
件
が
あ
り
ま

お
知
ら
せ

「
働
く
こ
と
」
に
悩
み

は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　　

福
島
県
北
・
相
双
地
域
若
者

サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、

「
働
く
こ
と
」
に
悩
み
を
持
っ

て
い
る
15
～
49
歳
ま
で
の
無
業

状
態
の
方
と
そ
の
家
族
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
厚
生
労
働
省
委
託

の
支
援
機
関
で
す
。

　

一
人
で
悩
ま
ず
に
ま
ず
は
気

軽
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
の
踏
み
出
す
一
歩
に
寄

り
添
い
ま
す
。

▼
開
所
日

　

月
・
水
・
金
・
土
（
月
2
回
）

　

午
前
10
時
か
ら
午
後
6
時

　

火
・
木

　

午
前
10
時
か
ら
午
後
7
時

問
福
島
県
北
・
相
双
地
域
若
者

サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

☎
5
6
3
‐
6
2
2
2

　

農業委員会
　1月の農業委員会定例総会は次のとおりです。　　
　傍聴においでください。
　

　◆日　時　1月 19 日水　午後 1時 30 分から
　◆場　所　役場 2階　大会議室

　　　　　　　　問農業委員会事務局　☎ 585-2890

教育委員会
　1月の教育委員会定例会は次のとおりです。　　
　傍聴においでください。

2 月の各種相談会
『心配ごと相談』

　◆日　時　2月 10 日木		、2 月 24 日木

　　　　　　午前 9時～正午

　◆場　所　観月台文化センター		第 2 和室

　◆相談員　民生児童委員

　『障がい者相談』
　◆日　時　2月 15 日火		午前 10 時～午後 4時
　◆場　所　観月台文化センター　第 2和室

　◆相談員　NPO法人「ひびきの会」

※秘密は厳守、相談無料です。

問福祉課社会福祉係　☎ 585-2793

『国見町結婚世話やき人  月例相談会』
	　◆日　時　2月 27 日日		午前 10 時～午後 2時
	　◆場　所　観月台文化センター　第 2研修室

　　　問税務課　☎ 585-2778

自宅やオフィスから地方税が納付できます
給与支払報告書・源泉徴収票を一括提出できます

複数の地方公共団体へ一括提出できます

eLTAX は無料で利用できます

地方税の電子総合窓口 インターネットで簡単手続き‼

※詳しくは問合せください。

マイナンバーカードに関するお知らせ
　1月のマイナンバーカード休日臨時窓口は次のとおり

です。まだマイナンバーカードを持っていない方は、こ

の機会にぜひマイナンバーカードを作りましょう。

■日時　1月 30 日日　　午前 9時～午後 4時

■受付場所　住民防災課戸籍係（緑の窓口 1番）

　　　　　　　　　問住民防災課戸籍係　☎ 585-2115

　

義
変
更
を
し
た
と
き

・
農
地
の
賃
借
が
あ
っ
た
と
き

　
（
水
利
費
の
支
払
義
務
者
を

　

  

確
認
し
て
く
だ
さ
い
）

▼
届
出
期
限　

3
月
18
日
金

▼
届
出
・
問
い
合
わ
せ　

伊
達
西
根
堰
土
地
改
良
区

☎
5
8
2
‐
2
3
1
9

～
こ
こ
が
運
命
の
場
所
に
な
る
か
も
～

『
幸
せ
を
運
ぶ
サ
シ
ェ
婚
』

　
サ
シ
ェ
づ
く
り
を
楽
し
み
な

が
ら
、
新
し
い
出
会
い
を
見
つ

け
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

詳
し
い
イ
ベ
ン
ト
内
容
、
申

し
込
み
方
法
は
Q
R
コ
ー
ド
か

ら
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時　

令
和
4
年
1
月

23
日
日
午
後
1
時
か
ら

▼
開
催
場
所　

パ
セ
ナ
カ
ミ
ッ

セ
（
福
島
市
置
賜
町
8
‐
8
）

▼
参
加
費　

男
性
…
4
0
0
0

円
、
女
性
…
2
0
0
0
円

▼
募
集
期
間　

令
和
4
年
1
月

14
日
金
ま
で

問
ふ
く
し
ま
F
M
福
島
支
社

☎
5
2
2
‐
9
0
0
0

す
の
で
、
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
い
た
だ
く
か
、

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
「
令
和
3
年
度
子
育
て
世
帯

へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
」
と
は

別
の
給
付
金
で
す
。

▼
申
請
期
限　

令
和
4
年
2
月

28
日
月
【
必
着
】

問
福
祉
課
社
会
福
祉
係

☎
5
8
5
‐
2
9
7
2　

西
根
堰
土
地
改
良
区

農
地
異
動
届

　

伊
達
西
根
堰
土
地
改
良
区
費

の
水
利
費
賦
課
は
、
毎
年
4
月

1
日
現
在
の
農
地
面
積
を
基
準

に
算
定
さ
れ
ま
す
。
令
和
4
年

度
の
水
利
費
賦
課
の
基
準
と
な

る
農
地
面
積
な
ど
に
変
更
が
あ

る
場
合
は
、
届
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

▼
届
出
が
必
要
な
場
合

・
農
地
の
売
買
な
ど
に
よ
り
所　

　

有
者
が
変
わ
っ
た
と
き

・
地
区
除
外
を
す
る
と
き

・
経
営
移
譲
や
死
亡
な
ど
で
名

【
ひ
と
り
親
世
帯
】
【
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
】

【詳しくはコチラ】

【詳しくはコチラ】
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国民健康保険税（普通徴収） 第 7 期

後期高齢者医療保険料（普通徴収） 第 6 期

問ほけん課国保係　☎ 585-2785

　介護保険料（普通徴収） 第 7 期

問福祉課長寿介護係　☎ 585-2125

※納付書で納付する方は、最寄りの金融機関で納めて
ください。口座振替の方は、納期限の前日までに残高
の確認をお願いします。

納め忘れにご注意ください
　納め忘れがあると、督促状が届いたり延滞金が発生した
りするので、期限までに納めてください。
　なお、町県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税
（種別割）、国民健康保険税は、コンビニやスマートフォン
決済でも納付できます。（口座振替申込者を除く）
※町では Twitter で納期限をお知らせしています。

・国見町公式 Twitter
　（納期限のお知らせ）

・スマートフォン決済
　（町税等）について

今月の納期限は1月31日月です　忘れずに納めましょう

　◆日　時　1月 21 日金　午後 5時 15 分から

　◆場　所　観月台文化センター　第 1会議室

　※傍聴希望の方は事前に連絡をお願いします。

　　　　　　　　　　　問学校教育課　☎ 585-2892


